
法人市民税の納付について（お願い）

　事業年度が令和６年９月１日～令和７年８月31日の中間

（予定）申告と、令和６年３月１日～令和７年２月28日ま

での確定申告の法定申告期限は令和７年４月30日であり、

令和７年度分になりますので、当該法人市民税の納付につ

いては令和７年４月１日以降にお願いいたします。

CA-A3

182×128mm


